
KEKにおける技術職員の職位と併任職
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技術部門連絡会議（毎月）
担当理事、研究所・施設の教員各１人、技術
調整役（技術職員）、研究所・施設の技術副主
幹（技術職員）各１人、総務部人事労務課長、
その他機構長が必要と認める者 （総数14名
程度）
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